
 

 

中日本自動車短期大学公的研究費に関する不正防止規程 

 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、中日本自動車短期大学（以下「本学」という。）において公的研究費を適正に運

営及び管理し、不正を防止するために必要な事項を定める。 

  （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 「公的研究費」とは、文部科学省及び他府省が所管する競争的資金制度に基づく公費を原資とし

た研究費補助金をいう。 

 二 「不正行為」とは、公的研究費を受けて行なう研究活動（成果の発表を含む｡）において次の各

号に該当する行為をいう。 

  イ データ、研究結果のねつ造、改ざん 

  ロ 他の研究者のアイデア、研究結果、論文等の盗用 

  ハ その他、前記に類する研究者倫理に背馳した行為 

 三 「不正使用」とは、次の各号に該当する公的研究費の使用をいう。 

  イ 実態を伴わない支払い（カラ謝金、カラ出張旅費等） 

  ロ 架空の取引により金銭を支払い、業者に留保すること（預け金） 

  ハ 私的流用 

  ニ その他、法令、公的研究費を配分した機関及び本学が定める規程等に違反する支払い 

  （研究者の責務） 

第３条 本学研究者（本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研

究に携わる者(以下「本学研究者」という。)は、公的研究費には研究機関に交付されるものと個々の

研究者の研究遂行のためのものがあるが、個人への補助の性格を有するものであっても、その原資が

国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、公的研究費の管理は研究機関の責任において行う

べきであることを常に認識し、公的研究費の運営、管理にあたらなければならない。 

２ 本学研究者は，コンプライアンス推進責任者が実施するコンプライアンス教育を受講しなけ

ればならない。 

 ３ 本学研究者は，研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに，第三者による検証の可能性を

担保するため，実験・観察ノート等の記録媒体及び実験試料・試薬等（以下「研究データ」という。）

を一定期間，保存・管理し，開示の必要性及び相当性が認められる場合には，これを開示しなければな

らない。 

４ 前項に定める研究データの保存期間は，原則，当該論文等の発表後，記録媒体は１０年，実験試

料・標本や装置などの「もの」は，５年とする。 

(統括管理責任者) 

 

  （責任体系） 

第４条 本学は、公的研究費の適正な運営、管理を行なうため、以下各号に掲げる責任者を選任する。 

 一 最高管理責任者 

 二 統括管理責任者 

 三 コンプライアンス推進責任者 

  （最高管理責任者） 

第５条 最高管理責任者には、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、本学における公的研究費の運営、管理について全ての権限を有し、本学全体を

統括し、最終責任を負うこととする。 

３ 最高管理責任者は、権限の一部を統括管理責任者及び部局責任者に委譲することができる。 



４ 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任をもって公的研究費の運営、管理を行な

うことができるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

  (統括管理責任者) 

第６条 統括管理責任者には、学科長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、最高管理責任者から委譲された権限のもと、本学に

おける公的研究費の運営、管理にあたり、その責任を負う。 

  （コンプライアンス推進責任者） 

第７条 コンプライアンス推進責任者には、各学科長、実習教室主任、事務局長をもって充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、部局における公的研究費の運営、管理にあたり、その責任を負う。 

３ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、以下の役割を担う。 

 一 自己の管理監督又は指導する部局における対策を実施し、実施状況を確認する。 

 二 不正防止を図るため、部局内の公的研究費の運営、管理に関わる全ての構成員に対し、コンプラ

イアンス教育を定期的に実施し受講状況を管理監督する。 

 三 自己の管理監督又は指導する部局において、構成員が適切に公的研究費の運営、管理を行ってい

るか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

  

  (事務分掌) 

第８条 本学は、公的研究費の運営、管理に係る事務を事務局各課で以下のとおり分担して行なう。 

 一 事務局長 事務の統括 

 二 庶務担当  公的研究費配分機関への各種申請・届出・報告書類の提出、研究者からの各種申請

書類受付、設備等の発注・検収、預金及び現金の出納、収支簿の記帳等経理事務、各

種書類・証票資料等の整理保存 

 三 管理担当  寄附を受けた設備等の登録・維持管理 

 四 図書館  寄附を受けた図書の登録・維持管理 

２ 前項に定める事務局各課の職員は、それぞれ定められた職務について、この規程に基づき権限を有

するものとし、研究者はその指示に従わなければならない。 

  (相談窓口の設置) 

第９条 本学は、本学内外から公的研究費に関する事務処理手続き及び公的研究費の使用に関するルー

ルについての相談を受け付け、効率的な研究遂行を適切に支援するため、相談窓口を設置する。 

２ 前項の相談窓口は、事務局庶務課とする。 

  (内部監査) 

第１０条 最高管理責任者は、公的研究費の適正な運営、管理状況確認のため、内部監査を実施する。 

  (内部監査室) 

第１１条 本学は、公的研究費の内部監査を実施するため、内部監査室を設置する。 

２ 内部監査室は、最高管理責任者直轄の組織とする。 

３ 最高管理責任者は、公的研究費の監査に関する権限を監査担当者に委譲し、内部監査を実施させる。 

  (監査対象) 

第１２条 内部監査は、毎年度監査対象の３割以上(３件に満たない場合は全件)に対して行なう、 

２ 監査対象の選定及び監査時期は、監査担当者が指定する。 

  (監査項目) 

第１３条 内部監査は、以下各号に掲げる項目について行なう。 

一 公的研究費の使用ルール及び本学が定める公的研究費に関連した諸規程により指定された書類

の整備状況 

 二 現預金の管理状況 

 三 証票書類の保存状況 

 四 購入した設備等の所在及び管理状況 

 五 出張計画の実行状況 

 六 謝金を支払ったアルバイト、講師等の勤務状況 

 七 その他、監査担当者が必要と認めた事項 

２ 監査担当者は、前項に規定する項目の他、公的研究費の運営、管理体制の不備の有無についても監



査を行なうこととする。 

３ 監査担当者は、後に定める不正防止計画推進部署と連携して不正発生要因を把握した上で、その要

因に応じた内部監査を実施する。 

  (内部監査への協力) 

第１４条 監査担当者は、内部監査を行なう上で必要があると認めた場合、最高管理責任者を通じて、

監査対象となった研究課題について知識を有する他の教職員に監査への協力を依頼することができ

る。 

２ 前項の規定により、監査への協力を依頼された者は特別な事情が無い限りこれを拒むことができな

いものとする。 

  (専門家との連携) 

第１５条 監査担当者は、学校法人神野学園の監事及び顧問公認会計士と連携し、常に監査の方法につ

いて改善を試みなければならない。 

  (監査結果の報告) 

第１６条 監査担当者は、内部監査を終了した後、連やかに最高管理責任者に監査結果を報告する｡ 

２ 最高管理責任者は、監査担当者から監査報告を受領し、その報告において公的研究費の運営、管理

の不備が指摘されていた場合、研究者及び事務担当者に至急改善するよう命ずるとともに、必要に応

じて後掲の不正防止委員会又は不正調査委員会に調査結果を公表し、必要な措置を講じるよう指示を

行なうこととする。 

  (不正防止への取り組み) 

第１７条 最高管理責任者は、不正行為、不正使用が行われる可能性が常にあるという前提のもとで、

不正を誘発する要因を除去し、不正を抑止するため、以下各号に掲げる取り組みを行なう。 

 一 不正防止計画の策定、実施、進捗状況の把握 

 二 不正防止計画推進部署の設置 

 三 不正の通報窓口の設置 

 四 その他不正防止に有効と考えられること 

  (不正防止計画) 

第１８条 本学は、公的研究費に関する不正防止の指針として不正防止計画を策定する。 

  (不正防止計画推進部署) 

第１９条 本学は、公的研究費に関する不正防止計画推進部署を設置する。 

２ 前項の不正防止計画推進部署は、事務局庶務課とする。 

３ 最高管理責任者、統括管理責任者及び部局責任者は、不正防止計画推進部署に加わり、担当職員を

指導、監督するなど率先して不正防止計画の推進にあたり、その進捗管理に努めなければならない。 

  (不正の通報窓口) 

第２０条 本学は、本学内外の者からの公的研究費に関する不正の通報(告発)に対応する窓口を設置す

る。 

２ 前項の不正通報窓口は、事務局庶務課とする。 

３ 事務局庶務課の職員は、不正の通報を受けた場合、速やかに最高管理責任者、統括管理責任者、コ

ンプライアンス推進責任者に伝達しなければならない。 

４ 統括管理責任者は，受付窓口，通報等及び通報等に関する受付の方法その他必要な事項を，ホーム

ページ等に公表する。 

 

  (不正の調査) 

第２１条 最高管理責任者は、公的研究費に関する不正の通報を受けた場合、速やかに不正調査委員会

を組織し、通報内容の真偽を調査する。 

  (不正調査委員会) 

第２２条 前条に定める不正調査委員会は、不正の事案ごとに設けることとし、その委員は以下のとお

りとする。 

 一 委員長  最高管理責任者 

二 副委員長 統括管理責任者 

三 委  員 コンプライアンス推進責任者 



        学校法人神野学園法人本部常任理事 

        本学に属さない第三者（弁護士、公認会計士等） 

        その他、最高管理責任者が適当と認める者 

２ 前項に定める「本学に属さない第三者」の調査委員は、本学及び告発者、被告発者と直接の利害関

係を有しない者で、調査委員に半数以上含めなければならない。 

３ 不正調査委員会は、調査を行うにあたり、公平性、中立性を確保すると共に迅速に調査を行なわな

ければならない。 

４ 不正調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、

協議しなければならない。 

５ 不正調査委員会は、通報内容の真偽が確認され、最高管理責任者がその事実を公表することを決定

するまでの間、調査協力者以外の者に調査内容を漏らしてはならない。 

  (予備調査) 

第２３条 不正調査委員会は、通報内容の信ぴょう性、調査の可能性について予備調査を行なう。 

２ 不正調査委員会は、通報を受けた日の翌日から起算して３０日以内に予備調査を完了し、通報者及

び通報の対象となった研究者、配分機関及び文部科学省に対し調査結果を報告する。 

  (本調査) 

第２４条 不正調査委員会は、予備調査の結果、さらに調査を要すると認めた事案について、本調査を

行なう。 

２ 本調査は、予備調査を完了した日の翌日から起算して１５０日以内に完了し、通報者及び通報の対

象となった研究者に調査結果を報告する。ただし、前述の期日までに調査を完了できない場合は、通

報者及び通報の対象となった研究者に理由を添えて調査期間を延長する旨を報告したうえで、調査期

間を延長することができるものとする。 

３ 不正調査委員会は、本調査期間中、特に必要と認めた場合は、通報の対象となった研究者が行なう

研究活動を中断させ、また公的研究費の支払いを凍結することができる。 

  (不服申し立て) 

第２５条 通報者及び通報の対象となった研究者は、不正調査委員会の調査結果に不服がある場合、１

度に限り最高管理責任者に対して申し立てを行なうことができる。 

２ 前項に定める不服申し立ての手続きは、不正調査委員会から調査結果の報告を受けたときから１４

日以内に書面をもって行なわなければならない。 

３ 不正調査委員会は、不服申し立てがあった場合は、告発者、配分機関及び文部科学省に報告する。 

４ 最高管理責任者は、不服申し立ての内容を精査し、必要があると認めた場合は、不正調査委員会に

再調査を行なわせ、不服申し立ての内容に合理性が無く、調査の必要が無いと判断したときは、当該

申し立てを却下する。加えて、告発者、配分機関及び文部科学省に報告する。 

 

  (調査結果の確定) 

第２６条 不正調査委員会による調査結果は、前条に定める不服申し立ての手続きが所定の期日までに

行なわれなかった場合、最高管理責任者が申し立てを却下した場合、不正調査委員会が再調査を完了

したときに確定するものとする。 

（配分機関への報告及び調査への協力等） 

第２７条 最高管理責任者は、告発等の受付から 210 日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与

した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書

を配分機関及び文部科学省に提出する。また、期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の

中間報告を配分機関及び文部科学省に提出する。 

２ 不正調査委員会は、調査の過程において不正の事実が一部でも確認された時点で速やかに認定し、

最高管理責任者及び配分機関に報告する。  

３ 最高管理責任者は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調

査の中間報告を当該配分機関に提出する。 

４ 最高管理責任者は、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出

又は閲覧、現地調査に応じなければならない。 

 



  (不正の事実がなかった場合の対応) 

第２８条 最高管理責任者は、不正調査委員会が通報の対象となった研究者に不正行為、不正使用の事

実がなかったと認定したときは、速やかに以下の措置を講じる。 

 一 通報の対象となった研究者の名誉回復に必要な措置を講じる。 

 二 調査の過程で通報者が合理的な根拠が無いにもかかわらず、悪意をもって通報したことが明らか

となった場合は、以下のとおり処分する。 

  イ 通報者が本学の教職員である場合は、学校法人神野学園職員就業規則に定める懲戒処分を学校

法人神野学園理事長に上申する。 

  ロ 通報者が本学の教職員でない場合は、通報の対象となった研究者が行なう損害賠償請求を支援

する。 

  (不正の事実があった場合の対応) 

第２９条 最高管理責任者は、不正調査委員会が通報の対象となった研究者に不正行為、不正使用の事

実があったと認定したときは、速やかに以下の措置を講じる。 

 一 不正行為、不正使用を行なった研究者に対して直ちに研究活動を中止するよう命ずると共に公的

研究費の支払いを停止する。 

 二 公的研究費配分機関に調査結果を報告し、公的研究費の返還など必要な事務を行なう。 

 三 不正行為、不正使用の結果得られた研究成果の発表に関して掲載中止の申し入れ等を行なう。 

 四 不正行為、不正使用を行なった研究者に対する学校法人神野学園職員就業規則に定める懲戒処分

を理事長に上申する。 

 五 通報者が、通報を行なったことにより不利益を被らないよう、保護する。 

２ 最高管理責任者は、不正行為、不正使用を行なった研究者に対して、学校法人神野学園職員就業規

則に定める懲戒処分の他に、以後の公的研究費への応募に制限を加えることができる。 

  (取引業者に対する対応) 

第３０条 統括管理責任者は、取引業者等にこの規程を含む学内規則等を説明し、これを遵守させると

ともに、本学が定める基準に該当する業者等に対しては、公的研究費の適正な使用と管理について、

次の事項を含む誓約書を提出させる。 

 一 本学の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 

 二 内部監査その他の調査において、取引帳簿の閲覧、提出等の要請に協力すること。 

 三 不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。 

 四 構成員から不正な行為の依頼等があった場合には、事務局庶務課の通報窓口へ通報すること。  

２ 最高管理責任者は、不正行為、不正使用を行なった研究者と共謀して公的研究費を不正に管理する

などした業者に対して、以後本学との一切の取引を停止するなど必要な制限を加えることができる。 

 

  (法令の適用) 

第３１条 本規程中に、公的研究費の配分機関が定める規則等に反する規定がある場合は、公的研究費

の配分機関が定める規則等を優先して適用する。 

２ 本規程に定めのない事項については、関係諸法令及び本学の諸規程が定めるところによる。 

  (規程の改廃) 

第３２条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行なう。 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、２０１４年（平成２６年）９月２５日から施行する。 

２．２０１６年（平成２８年）１２月２１日改正。 

 


